
貨物利用運送事業法に基づく掲示、利用運送の区域又は区間 業務の範囲 等 

 

自動車 

 

 利用運送の種類   第一種利用運送事業 

     第二種利用運送事業 

 利用運送機関の種類  貨物自動車運送 

 利用運送の区域又は区間  首都圏 発着貨物 

 業務の範囲   一般事業 

 

 

鉄道 

 

 利用運送の種類   第二種利用運送事業 

 利用運送機関の種類  鉄道貨物運送 

 利用運送の区域又は区間   

拠点駅 仕向地 

東京貨物ターミナル

駅 

日本貨物鉄道株式会

社の貨物取扱駅 

隅田川駅 日本貨物鉄道株式会

社の貨物取扱駅 

 業務の範囲   一般事業 

 貨物集配の拠点   ＜利用運送の区域又は区間＞に同じ 

 

 

国内航空 

 

 利用運送の種類   第二種利用運送事業 

 利用運送機関の種類  航空貨物運送 

 利用運送の区域又は区間   

仕立地 仕向地 

東京 全国の各空港 

苫小牧、那覇、博多 東京 

 業務の範囲   国内運送に係る宅配便事業 

 貨物集配の拠点   仕立地及び仕向地周辺 



 

 

内航海運 

 

 利用運送の種類   第二種利用運送事業 

 利用運送機関の種類  内航海運 

 利用運送の区域又は区間   

仕立地 仕向地 

東京 苫小牧、那覇、博多 

苫小牧、那覇、博多 東京 

 業務の範囲   一般事業 

 貨物集配の拠点   仕立地及び仕向地周辺 

 

 


